
 

 

大ト協２１４号  
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会  員  殿 

一般社団法人大阪府トラック協会 

                              会 長  坂田 喜信  

令和７年度 年末年始の輸送等に関する安全総点検の実施について 

（ご案内） 

 時下、ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 

 平素は、協会運営に格別のご理解ご協力を賜わり誠にありがとうございます。 

 さて、繁忙期にあたる年末年始において輸送の安全に万全を期することを目的とし、本

年もみだしの安全総点検が実施されることになりました。 

 つきましては、会員各位におかれましてはその趣旨をよろしくご理解賜わり、実効を期

して、全社（店）あげて本「総点検」の実施・推進に、積極的なご協力をくださいますよ

うお願い申しあげます。 

記 

（１）目  的 

日々の国民生活や経済活動を支える基盤である輸送機関等の「安全・安心」の確保は不可

欠であるが、特に大量の輸送需要が発生し、輸送機関等に人流・物流が集中する年末年始

は、ひとたび事故等が発生した場合には大きな被害となることが予想されます。 

国土交通省においては、これまでに発生した事故や、豪雨、台風等による輸送障害とい

った近年の輸送情勢も踏まえ、事業者への指導強化などの安全施策の取組を実施し、事故

等の再発防止を推進してきたところでありますが、輸送機関等における安全確保及び事故

防止の徹底を図るため、全てのモードにおいて、事業者における自主的な安全への取組を

強化することが引き続き重要であり、経営トップを含む幹部の強いリーダーシップの下で

の自主点検等を着実に実施しながら、安全意識を向上させる必要があります。 

テロの脅威は先進国を含めて世界各地に拡散し、最近のテロの対象として、警備や監視

が手薄で不特定多数が集まる、いわゆるソフトターゲットが標的になる傾向があるなどテ

ロ情勢は一層厳しさを増しています。加えて、近年、情報システムのサプライチェーンリ

スクが指摘される中、サイバー攻撃が複雑化・巧妙化しており、サイバーセキュリティ対

策の重要性がますます高まっております。このため、サイバー空間を含むテロ対策の実施

状況についても併せて点検を実施し万全を期する必要があります。さらに、新型インフル

エンザ等感染症対策については、昨年度に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく

政府及び国土交通省等の行動計画が改定されたところであり、これらを踏まえ、運送事業

者を含む事業者等は、対策の着実な実施に努める必要があります。 

このため、「年末年始の輸送等に関する安全総点検」（以下「総点検」という。）を実

施します。 

 

（２）期  間 

  令和７年１２月１０日（水）から令和８年１月１０日（土） 

 



 

 

（３）重点課題 

① 安全管理（特に乗務員の健康状態、過労状態の確実な把握、乗務員に対する指導

監督体制）の実施状況 

② 自然災害、事故等発生時の乗客等の安全確保のための通報・連絡・指示体制の整備・

構築状況 

③サイバー空間を含むテロ防止のための警戒体制の整備状況や乗客等の安心確保のた

めの取組、テロ発生時の通報・連絡・指示体制の整備状況及びテロ発生を想定し

た訓練の実施状況 

④ 新型インフルエンザ等の対応マニュアル、事業継続計画の策定状況、対策に必要な

物資等の備蓄状況及び職場における感染防止対策の周知・徹底状況などの感染症

対策の実施状況 

（４）重点点検事項 

① 健康管理体制の状況 

② 運転者に過労運転を行わせないための安全対策の実施状況 

③ 運転者に飲酒運転や薬物運転等を行わせないための安全対策の実施状況 

④ 車両の日常点検整備、定期点検整備等の実施状況（特に大型自動車の車輪脱落事故

防止対策及びスペアタイヤ等の定期点検実施状況） 

⑤ 大雪に対する輸送の安全確保の実施状況 

⑥ 貨物軽自動車運送事業における安全対策の実施状況 

（５）点検事項 

① 点呼の実施、運転者に対する指導監督の実施状況 

② コンテナ輸送における安全対策の実施状況 

③ バスターミナル、自動車道及び一般トラックターミナルの保守点検の実施状況 

④ 自然災害、事故等発生時の乗客等の安全確保のための通報・連絡・指示体制の整備・

構築状況 

⑤ テロ防止のための警戒体制の整備状況や乗客等の安心確保のための取組、テロ発生

時の通報・連絡・指示体制の整備状況及びテロ発生を想定した訓練の実施状況 

⑥ 新型インフルエンザ等感染症の対応マニュアル、事業継続計画の策定状況、対策に

必要な物資等の備蓄状況及び職場における感染防止対策の周知・徹底状況などの

感染症対策の実施状況 

（６）総点検実施要領 

     次の点に留意して総点検を実施するものとする。 

① 総点検は、経営トップを総点検最高責任者とし、事前に十分な計画を定めて実施

すること。 

② 経営トップを含む幹部においては、総点検で確認された現場の状況を把握し、対

応・措置の不備や不適切な取扱い等があった場合には、早期に適切な措置を行う

こと。 

  ③ 重点点検事項については、特に入念な点検を行うこと。 

（７）報  告 

   総点検の実施結果につきましては、自主点検表（別紙）に必要事項をご記入のうえ、

令和８年１月１６日（金）までにＦＡＸで本部 業務部あてご報告ください。 

業務部 ＦＡＸ（０６）６９６５－４０３９  


